
電話

(第 4

(第 2

(第 2

単位

人

人

①

②

③

④

①

②

③

11 11
【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

中学校机・イスの更新率
％ 100 71

【指標の定義（算式等）】

71 100
【指標の定義（算式等）】

中学校机・イスの更新率
％ 100 11

380

活 動
指 標

中学校机・イスの更新

小学校机・イスの更新

基 本
指 標

市内中学校生徒数 1,900 1,350 1,350 1,900

市内小学校児童数 3,600 380 380

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 20年度(確定値) 21年度(予定値） 22年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 0 0 0 0

　総　事　業　費  ①＋④ 0 0 5,711 0

人  件  費
（概算）

5,711

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 0 0 5,711 0

 ② 人　数（年間）

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

平成18・19・22年度において中学校6校の新JIS規格机・イスの更新を行った。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

平成22年度新JIS規格机・イスの更新を行った。中学校については更新整備完了。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

小学校児童

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

児童の体格の向上と教科用図書のＡ版化に対応するため、老朽化している児童用の机・イス
を新JIS規格に更新する

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育環境の整備

事務事業開始年度 H18
根拠法令等

〃  終了予定年度
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事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 川幡博行 課長職名 可児正樹 作成日 平成22年5月　　日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 4117 事務事業名 学校机・イス整備事業 作成部署 教育総務課



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

中学校の残り30％について整備を行う。次年度以降小学校に着手が必要。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　中学校の整備完了を受け、小学校の更新整備に着手が必要。開校以
来、整備更新を行っていない小学校も多く、破損等が激しい。また、
体格の向上、教科用図書のＡ版化など、時代に合った対応が必要。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状継続

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

3
　教育設備における、環境の標準化、時代に合った対
応が必要。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　中学校における、設備（机イス）の標準化から、整
備が必要。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　中学校における、設備（机イス）の標準化から、整
備が必要。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3

　中学校の整備を先行したが、21年度実施せず。中学
校における、設備（机イス）の標準化から、整備が必
要。また、体格の向上、教科用図書のＡ版化など、時
代に合った対応が必要。

整理番号 4117
【３ 評　価 （チェック）】



電話

(第 4

(第 2

(第 2

単位

① 室

②

③

④

①

②

③

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

活 動
指 標

測定室数 16校×4.4室 70 70 70

基 本
指 標

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 450 450 450 450

　総　事　業　費  ①＋④ 1,028 944 1,033 1,030

人  件  費
（概算）

583 580

0.05

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 578 494 583 580

 ② 人　数（年間） 0.05 0.05 0.05

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 578 494

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

小中学校16校の定期空気環境測定
各施設5ヶ所程度について実施（普通教室、音楽室、図工室、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室、体育館等）

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

同　上

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

児童・生徒及び教職員

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

シックスクール対策の一環として「学校環境衛生上の基準」に基づき、教室空間のホルムア
ルデヒド及び揮発性有機化合物の空気中濃度測定を実施し、良好な教育環境の維持管理に努
める。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育環境の整備

事務事業開始年度
根拠法令等

学校保健法（第3条）
学校環境衛生の基準第1章〃  終了予定年度
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事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 川幡 博行 課長職名 可児 正樹 作成日 平成22年10月6日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 4118 事務事業名
学校施設環境改善事業（小・

中）
（室内環境保全事業）

作成部署 教育部 教育総務課



評点

■ □

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　児童生徒の健康維持するための事業であり現状継続とする。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　ここ2年ほどの改修工事等において、工事の終了後に体調不良を訴え
る児童・生徒や教職員が僅かながらいたことで、今後も適切な室内空
気環境を保持管理しなければならず、現状並の測定業務委託を継続す
る必要がある。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

― ―

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 ―

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

― 　受益者負担には馴染まない。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　「学校環境衛生基準」に基づき、児童・生徒等の健
康及び教育環境を適切に保持・管理することが目標で
あり、有効である。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　測定・分析業務ができる業者が近隣におり、業務実
施に当たっては入札等で決定する過程から、効率的で
ある。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3 　義務教育施設のため、市が実施すべき事業である。

整理番号 4118
【３ 評　価 （チェック）】



電話

(第 4

(第 2

(第 2

単位

校

① 校

②

③

④

①

②

③

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

1 1活 動
指 標

更新校数 1 1 1

更新後１２年を経過した校数 2

基 本
指 標

市立小・中学校 16 16 16

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 0 0 0 0

　総　事　業　費  ①＋④ 0 17,850 0 20,000

人  件  費
（概算）

2,000

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 0 17,850 0 20,000

 ② 人　数（年間）

 地方債
直接事業費

 国支出金 14,089 18,000

 道支出金

 その他特財

 一般財源 3,761

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し整備
平成１７年度：北の台小学校、大曲東小学校放送設備整備
平成１８年度：大曲小学校放送設備整備
平成１９年度：西部中学校放送設備整備
平成２１年度：東部小学校放送設備整備

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

西の里中学校放送設備整備

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

児童・生徒及び教職員

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

老朽化した放送設備・視聴覚機器を時代にあった設備に更新し、設備の高機能化を図り活用
することで、教育の質的な充実を図るとともに、児童・生徒が情報手段を正しく活用する機
会を提供する。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 人と文化を育むまち

節） 信頼され、魅力ある学校づくりの推進

施策） 教育環境の整備

事務事業開始年度
根拠法令等

〃  終了予定年度
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事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 川幡 博行 課長職名 可児 正樹 作成日 平成22年10月6日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 4119 事務事業名
学校放送設備整備事業（小・

中）
作成部署 教育部 教育総務課



評点

■ □

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　調整交付金を活用し、実施すること。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　今後とも、概ね１２年以上経過した学校を対象に、老朽化の状況を
見ながら、設備の更新を進めていく。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

― ―

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 ―

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

―
　児童・生徒の学習意欲や、教育の質の向上を図るた
めの事業であり、特定の団体、個人の利益につながら
ない。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　児童・生徒の表現力や学習意欲の向上が図られてい
る。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　国の補助制度を活用して整備を図っており、効率的
である。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　児童・生徒の学習意欲、教育の質の向上と時代に
合った情報手段を正しく使う機会を提供するために、
計画的に放送設備を更新する

整理番号 4119
【３ 評　価 （チェック）】



電話

(第 4

(第 2

(第 2

単位

校

① 台

② 台

③

④

①

②

③

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

2 2活 動
指 標

除雪機の購入 2 1 1

芝刈り機の購入

基 本
指 標

市立小・中学校 16 16 16

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 0 0 0 0

　総　事　業　費  ①＋④ 3,195 970 941 1,200

人  件  費
（概算）

941 1,200

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 3,195 970 941 1,200

 ② 人　数（年間）

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 3,195 970

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

除雪機、芝刈り機等の修理
除雪機、芝刈り機の購入
平成２０年度　除雪機５台　芝刈り機３台
平成２１年度　除雪機２台

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

除雪機、芝刈り機の修理
除雪機、芝刈り機の購入
　除雪機１台　芝刈り機２台

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

児童・生徒及び教職員

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

学校施設管理用の機器を整備し、作業の省力化と良好な教育環境の維持を図る。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育環境の整備

事務事業開始年度
根拠法令等

〃  終了予定年度

886

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 川幡 博行 課長職名 可児 正樹 作成日 平成22年10月6日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 4120 事務事業名
学校環境整備事業（小・中）
（学校施設管理機器整備事業）

作成部署 教育部 教育総務課



評点

■ □

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　自己評価のとおり現状継続とする。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

今後とも管理機器の老朽化の状況を見ながら、計画的に機器の更新
を図る。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

― ―

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 ―

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

―
　良好な教育環境の維持を図るための経費であり、特
定の団体、個人の利益につながらない。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　管理機器を整備することにより、除雪、草刈など良
好な教育環境の維持が図られている。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　管理機器を整備することにより、作業の省力化が図
られており、効率的である。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　良好な教育環境を維持するために必要な事業であ
る。

整理番号 4120
【３ 評　価 （チェック）】


